
地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について

寄付額

損金算入による
税軽減効果
約3割

税額控除
最大6割

企業
負担
約1割

■ 滋賀県外にある企業が対象
■ 1回あたり10万円以上の寄付が対象
■ 寄付をすることの代償として経済的な利益を受けることの禁止

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクト

（事業）に対して企業が寄附をされた際に、法人関係税から税額控除する仕組みです。

損金算入による軽減効果（寄附額の約3割）と税額控除（寄附額の最大6割）を合わせて最大で寄附

額の約9割の税が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されます。

本県の地方創生への寄附が企業としてのCSR活動にもつながります

①法⼈住⺠税 寄付額の4割を税額控除。
（法⼈住⺠税法⼈税額の20％が上限）

②法⼈税 法⼈住⺠材で4割に達しない場合、その残額を税額控除。
ただし、寄附額の1割を限度。（法⼈税額の5％が上限）

③法⼈事業税 寄附額の2割を税額控除。（法⼈事業税額の20％が上限）

寄附額の最大9割
が軽減されます

新・滋賀県北部産業技術共創センターへの企業版ふるさと納税のお願い

新生北部産業技術共創センターの内観イメージ

〇様々な技術課題に対し、多様な技術知見を有する職員によるワンストップ解決を実現
〇試作環境の充実、支援（3Dプリンタ、射出成形機、ニットマシン（繊維の3Dプリンタ））
〇オープンラボを新設。共同研究開発環境を整備（入居可能な研究室、試作工場）
〇オープンサロンを新設。企業、大学等との情報交流、連携、発信の場を整備

企業のチャレンジを支援 地場産業のチェンジを支援 企業のトライアルを支援 ヒトやモノのネットワーク構築を支援

【基本方針】「企業に寄り添うパートナーシップ型センター」

New!
New!

滋賀のイノベーション創出の拠点に

②オープンラボ

③展示場

①オープンサロン

イメージ

②
①

③

階 数 ： 地上3階建て

構 造 ： 鉄筋コンクリート・一部鉄骨

建築面積 ： 約2,600㎡

延床面積 ： 約6,000㎡

供用開始 ： 令和８年秋予定

主な施設 ： 事務室、評価分析室、研修室など

駅から徒歩約７分



センターへの寄附は設備等の充実を通じて地域産業の発展に寄与します

機器利用・依頼試験 共同研究・技術開発

交流サロンの整備
新たなビジネスを生む
出会いの場に

人材育成・リスキリング

繊維、有機、金属、機械、デザ
イン分野の各種試作・評価機器

鉛フリー銅合金

滋賀バルブ協同組合・彦根市

水を使わない染色

㈱フジックス・東近江市

新たな取り組み
（イメージ図）

オープンラボの整備
研究開発のための入
居型ラボを提供
（計７室）

展示スペースの充実
自社の技術の発信拠点に

あなたの「作りたい」をカタチにします
すべての保有機器を利用可能（有料）
試作開発や評価、分析環境を提供します

あなたの「技術革新」を加速させます
センターの技術シーズを皆様の課題解決に活用
いただけます。共同研究では、専門の職員が事
業化まで伴走し、サポートします。

時代をリードする技術育成を支援します
最新技術セミナーや機器利用講習会を通じて、
技術者の皆様のスキルアップを支援します。

問い合わせ先
滋賀県商工労働部イノベーション推進課
住所： 〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号
電話番号：077-528-3794
FAX番号：077-528-4876
メールアドレス：fd00@pref.shiga.lg.jp

滋賀県北部産業技術共創センターの詳細はこちら
URL：https://www.hik.shiga-irc.go.jp/
住所： 〒526-0024 滋賀県⻑浜市三ツ⽮元町27番39号
電話番号：0749-62-1492（代表）
FAX番号： 0749-62-1450

滋賀県 企業版ふるさと納税全般に関することはこちら
URL：https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/kenseiunei/kousou/321373.html
滋賀県総務部行政経営推進課
住所： 〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号
電話番号：077-528-3298
FAX番号：077-528-4827

メールアドレス：bj00@pref.shiga.lg.jp

北部産業技術共創センターに設置すべき機能や設備などの助言があれば
イノベーション推進課、北部産業技術共創センターまでお知らせください。
寄附をいただいた企業については、銘板等で紹介させていただきます。


